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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数のネットワーク内に複数のワークステーションおよび複数のプリンタが
あり、各ワークステーションが一意のＩＤおよび場所を有し、各プリンタがタイプおよび
設定を有し、該設定が前記一意のＩＤに依存し、前記プリンタのうちの１台または複数台
が前記複数のワークステーションのうちの１台に接続され、前記ネットワークがドキュメ
ントサーバおよびアイデンティティジェネレータも含む環境において、印刷を管理する方
法であって、
　ワークステーションに何のプリンタが接続されているのかを求めるために前記ワークス
テーションが前記ネットワークに接続するときに前記ワークステーションをポーリングす
るステップと、
　前記ワークステーションの最初のログイン時の自動登録およびその後の前記ワークステ
ーションの認識によって、前記ワークステーションの前記一意のＩＤを求めるステップで
あって、前記ワークステーションの自動登録は、前記ワークステーションの場所に基づき
認可される、ステップと、
　前記ワークステーションに接続された各プリンタのタイプを求めるステップと、
　前記ワークステーションに接続された各プリンタの設定を、前記タイプおよび該ワーク
ステーションの一意のＩＤから求めるステップと、
　前記アイデンティティジェネレータを使用して、接続された前記ワークステーションに
接続された各プリンタに対するＩＤコードを求めるステップと、
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　前記ワークステーションと、該ワークステーションに対する、該ワークステーションに
接続された各プリンタのタイプ、設定およびＩＤコードとを識別するルックアップテーブ
ルを作成するステップと、
　前記ドキュメントサーバにおいて受けた印刷要求に応答して、前記ルックアップテーブ
ルから、該印刷要求に適合したプリンタの設定を識別するステップと、
　あるＩＤコードで識別されるプリンタに前記印刷要求を送るステップであって、前記あ
るＩＤコードは、前記ルックアップテーブルから識別された前記設定を有するプリンタに
対するＩＤコードである、ステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記一意のＩＤを求める前記ステップが、前記ワークステーションの場所、前記ワーク
ステーションの機能、前記ワークステーションの配備の年度、および企業を含むリストか
ら選択される判別子を求めるステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　プリンタの設定を求める前記ステップが、構成テンプレートから設定を生成するステッ
プを含む、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　プリンタの設定を求める前記ステップが、構成テンプレートから設定を更新するステッ
プを含む、請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記構成テンプレートが、前記ワークステーションの場所、前記ワークステーションの
機能、前記ワークステーションの配備の年度、および企業を含むリストから選択される判
別子から求められる、請求項３または請求項４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　ワークステーションに接続されたプリンタのＩＤコードおよび設定は、該ワークステー
ションの構成に含まれる、請求項１から４に記載の方法。
【請求項７】
　前記ルックアップテーブルから識別される前記プリンタにおいて、前記印刷要求に従っ
て印刷を行うステップをさらに含む、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　後続の印刷操作で後に使用するために前記アイデンティティジェネレータ内に各プリン
タに対する前記のＩＤコードおよび設定を記憶するステップをさらに含む、請求項１から
７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ワークステーションに何のプリンタが接続されているのかを求めるために前記ワー
クステーションが前記ネットワークに接続するたびに前記ワークステーションをポーリン
グするステップと、前記ワークステーションに接続される前記プリンタに何らかの変更が
ある場合に前記ルックアップテーブルを更新するステップとをさらに含む、請求項１から
８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記印刷要求を受けるためのプリンタとして、前記印刷要求を作成するワークステーシ
ョンに接続が追加されたプリンタを識別するステップをさらに含む、請求項１から９のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アイデンティティジェネレータを使用して接続された前記ワークステーションに接
続された各プリンタに対するＩＤコードを生成する前記ステップは、前記ワークステーシ
ョンが前記アイデンティティジェネレータに接続する順序に基づいて１組のコードのうち
の次に利用可能なコードであるＩＤコードを割り当てるステップを含む、請求項１から１
０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
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　ワークステーションが前記ネットワークとの接続を絶った場合に、該ワークステーショ
ンに接続されたプリンタに割り当てられたＩＤコードが再利用される、請求項１１に記載
の方法。
【請求項１３】
　ワークステーションが前記ネットワークに再接続するときに新たな１組のＩＤコードを
再割り当てするステップをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　１つまたは複数のネットワーク内に複数のワークステーションおよび複数のプリンタが
あり、各ワークステーションが一意のＩＤおよび場所を有し、各プリンタがタイプおよび
設定を有し、該設定が前記一意のＩＤに依存し、前記プリンタのうちの１台または複数台
が前記複数のワークステーションのうちの１台に接続され、前記ネットワークがドキュメ
ントサーバおよびアイデンティティジェネレータも含む環境において、印刷を管理するた
めのシステムであって、
　ワークステーションに何のプリンタが接続されているのかを求めるために前記ワークス
テーションが前記ネットワークに接続するときに前記ワークステーションをポーリングす
る手段と、
　前記ワークステーションの最初のログイン時の自動登録およびその後の前記ワークステ
ーションの認識によって、前記ワークステーションの前記一意のＩＤを求める手段であっ
て、前記ワークステーションの自動登録は、前記ワークステーションの場所に基づき認可
される、手段と、
　前記ワークステーションに接続された各プリンタのタイプを求める手段と、
　前記ワークステーションに接続された各プリンタの設定を、前記タイプおよび該ワーク
ステーションの一意のＩＤから求める手段と、
　前記アイデンティティジェネレータを使用して、接続された前記ワークステーションに
接続された各プリンタに対するＩＤコードを求める手段と、
　前記ワークステーションと、該ワークステーションに対する、該ワークステーションに
接続された各プリンタのタイプ、設定およびＩＤコードとを識別するルックアップテーブ
ルを作成する手段と、
　前記ドキュメントサーバにおいて受けた印刷要求に応答して、前記ルックアップテーブ
ルから、該印刷要求に適合したプリンタの設定を識別する手段と、
　あるＩＤコードで識別されるプリンタに前記印刷要求を送る手段であって、前記あるＩ
Ｄコードは、前記ルックアップテーブルから識別された前記設定を有するプリンタに対す
るＩＤコードである、手段と
を含むシステム。
【請求項１５】
　コンピュータシステム上で実行されたときに、請求項１から１３のいずれか一項に記載
の方法の前記ステップを実行するための命令を含むコンピュータプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、とりわけ旅行予約の分野における１つまたは複数のローカルエリアネットワ
ークにおいて、またそれだけではなく、互いに依存する必要のない多数のワークステーシ
ョンおよびプリンタが稼動するあらゆる場所において、印刷ソリューションを管理するた
めの方法および機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク内の例えばプリンタなどの周辺装置のマネージメントおよび制御に関する
膨大な数の特許がある。
　ＷＯ２０００／０５２６０１号公報は、動的にそして分散ベースで通信リンクを割り当
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てることにより、コンピュータネットワークを介して旅行を予約できるシステムを開示し
ている。この開示はプリンタ構成の生成、記憶、または自動適応、および場所もしくはタ
イプの識別子による同構成のマネージメントは扱わない。
【０００３】
　米国特許出願公開第２００３／１４５０７０号は、特定のコントローラを用いてプリン
タ装置を構成するための方法を開示している。このコントローラは、プリント装置の物理
的環境およびどのような装置がプリンタを要求しているのかを決定することができる。次
いでこのコントローラは、ソース装置に応じて、ならびにモバイルプリンタに関する場所
およびアドレスに基づく印刷ソリューションに関連してプリンタを構成することができる
。位置ビーコンによって確認されるプリンタの場所は、ワークステーションとローカルに
またはリモートにリンクを確立するために決定される。これは本発明とは異なる一連の問
題を扱う。
【０００４】
　米国特許出願公開第２００４／１５６０７４号は、ネットワークアドレスの代わりにプ
リンタの識別番号を使用するデータ印刷方法を開示する。したがって、プリンタのネット
ワークアドレスが変わる場合、そのプリンタの新たなアドレスでプリンタポートを更新す
るために、ユーザはプリンタポートをリセットする必要はない。そのポートは引き続き印
刷を処理することができる。この種のシステムは一般に固定モード端末識別子（ＴＩＤ）
と呼ばれる。この固定モードタイプのシステムは、固定されたワークステーションおよび
装置のインベントリを必要とする。（タイプ、設定、ＴＩＤ、等を含む）１つの構成はワ
ークステーションごとにおよびアプリケーションごとに定義される。装置の管理者はこの
インベントリを装置管理を使用して運営する。これはワークステーションおよび他の周辺
装置への変更があるたびに頻繁な手動入力および活動を必要とする。
【０００５】
　概して先行技術で説明されたシステムは、極めて大量の装置を扱う場合に運用上の問題
を引き起こす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、印刷のマネージメントを制御する先行技術の方法に関連する問題の少
なくとも一部を克服することである。
　本発明の別の目的は、一連のプリンタの論理アドレスおよび物理的構成を管理し運営す
るための手法、およびこれを自動化できる手法を定義することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の１つの目的によれば、１つまたは複数のネットワーク内に複数のワークステー
ションおよび複数のプリンタがあり、各ワークステーションが一意の識別子（ＩＤ）を有
し、各プリンタが、その一意のＩＤに依存するタイプおよび構成を有し、上記プリンタの
うちの１台または複数台が上記複数のワークステーションのうちの１台に接続され、上記
ネットワークがドキュメントサーバおよびアイデンティティジェネレータも含む環境にお
いて、印刷を管理する方法であって、
　ワークステーションに何のプリンタが接続されているのかを決定するために該ワークス
テーションが上記ネットワークに接続するときにこのワークステーションをポーリングす
るステップと、
　上記ワークステーションの上記一意のＩＤを決定するステップと、
　プリンタの上記タイプを決定するステップと、
　上記タイプおよびワークステーションの一意のＩＤから上記プリンタの上記構成を決定
するステップと、
　上記アイデンティティジェネレータを使用して、接続された上記ワークステーションに
接続された各プリンタについてアイデンティフィケーションコード（ＩＤコード）を決定
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するステップと、
　上記ワークステーションの一意のＩＤ、上記プリンタのタイプおよび構成ならびにＩＤ
コードのルックアップテーブルを作成するステップと、
　上記ドキュメントサーバにおいてクライアントアプリケーションまたはユーザから印刷
要求を受けるステップと、
　該印刷要求に応答して、上記ルックアップテーブルから上記プリンタの上記構成を識別
するステップと、
　上記ルックアップテーブルによって識別されるものとしての適当なＩＤコードを有する
上記プリンタに上記印刷要求を送るステップとを含む、印刷を管理する方法が提供される
。
【０００８】
　本発明にはいくつかの利点がある。本発明は、何らの管理なく、ワークステーション構
成を、その付属装置の構成を含めて取得し、作成し、そして更新することを可能にする自
動登録プロセスを提供する。アイデンティティジェネレータのデータベースにおけるワー
クステーションデータの記憶は、固定および動的アドレッシングならびに構成の透過的な
取り扱いを可能にする。この進歩性あるアイデンティティジェネレータは、ワークステー
ションが一意の識別子を有し、ワークステーションのタイプごとの付属装置のリストがよ
く知られている任意の環境で使用することができる。例えば本発明は、空港、駅、コール
センタ、場合によってはレシートを印刷出力するための多数の金銭登録器およびプリント
装置がある店において使用することができる。
【０００９】
　次に添付の図面を例として参照する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の高レベル図である。
【図２】本発明の第２の実施形態の高レベル図である。
【図３】本発明の一態様による端末アイデンティティジェネレータ（ＴＩＤディスペンサ
）を含むシステムのブロック図である。
【図４】ワークステーションのＴＩＤディスペンサへの最初のログインに関する自動登録
を示す図である。
【図５】ワークステーションの次回のログインに関する自動登録プロセスを示す図である
。
【図６】ワークステーション構成が更新された状態での次回のログインについての自動登
録の一例を示す図である。
【図７】本発明の一態様による構成テンプレートおよび構成エリアを示す図である。
【図８】ワークステーション構成の表である。
【図９】自動登録構成例の図である。
【図１０】固定モードと自動登録モードとの間の選択に他の方法ステップが関連する流れ
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　ここで図１を参照すると、このプリントソリューションのアーキテクチャおよびアイデ
ンティティジェネレータまたはＴＩＤディスペンサの位置が示されている。この図は、通
信モジュール１０４によってＧＤＳ　ＬＡＮ１１４に接続される空港ＬＡＮまたはフルＩ
Ｐネットワーク１００を示す。
【００１２】
　この空港ＬＡＮは１台または複数台のワークステーション１０６を含む。ワークステー
ションには様々なタイプのいくつかの付属装置が接続されていてよい。この例では、この
付属装置は自動チケットおよび搭乗券（ＡＴＢ）プリンタ１０８、バッグタグプリンタ（
ＢＴＰ）１１０、および光学式文字認識（ＯＣＲ）読取機またはプリンタ１１２とするこ
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とができる。
【００１３】
　国際予約システム（ｇｌｏｂａｌ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）ＬＡＮ
、ＧＤＳ　ＬＡＮは次の要素を含む。それはつまり、ＧＤＳモジュール１１６、出国管理
システム（ＤＣＳ）１１８、プリントサーバまたはドキュメントサーバ（ＴＤＳ）１２０
、および端末ＩＤディスペンサ（ＴＩＤディスペンサ）１２２である。このＴＩＤディス
ペンサ１２２内のデータの複製を容易にするためにＴＩＤデータベース１２４があっても
よい。これは冗長性を含むこともできる。
【００１４】
　ワークステーションとプリント装置との間のローカル通信は、ワークステーション上に
インストールされるプリンタエミュレータ１２６によってもたらされる。任意のプリント
イベントを管理するプリンタマネージャ１２８も図示する。このプリンタエミュレータと
プリンタマネージャとの間の通信は、例えばＴＣＰ／ＩＰリンクによる。このワークステ
ーションは、Ｊａｖａフロントエンド（ＪＦＥ）１３０または他の任意のタイプのＧＵＩ
（グラフィカルユーザインタフェース）もしくはユーザインタフェースも含む。本発明に
よる自動登録される装置は、装置の管理者によって維持される装置アイデンティティイン
ベントリを一切必要としない。代わりに、装置アイデンティティインベントリは、ワーク
ステーションがログインするときにＴＩＤディスペンサによって自動的に構築され、維持
される。装置アドレスの属性および構成のマネージメントは端末アイデンティティディス
ペンサ（ＴＩＤ）ディスペンサによって行われ、ドキュメントのフォーマットおよび配信
はドキュメントサーバ（ＴＤＳ）によって管理される。
【００１５】
　このＴＩＤディスペンサは、ワークステーションＩＤおよびアプリケーション識別子に
従って各装置にＴＩＤを割り当て、それらの装置の構成を再検討、作成、更新、取得、ま
たは他の形で決定することができる。これについては以下にさらに説明する。プリントサ
ーバはＤＣＳによって要求されるドキュメントをフォーマットし、次いでそのプリントト
ラフィックを識別されたプリンタへと経路指定し、この識別されたプリンタは、ＴＩＤデ
ィスペンサおよびそのマネージメントによって識別されるものである。本発明のＴＩＤデ
ィスペンサは様々なシステム要件に適合することができ、固定ＴＩＤ装置および自動ＴＩ
Ｄ装置の両方と互換性がある。自動ＴＩＤ装置では、もはや装置の管理者が装置の全イン
ベントリを維持する必要はない。代わりに、ワークステーションが管理なく構成を取得し
、作成し、更新することを、自動登録プロセスが可能にする。これについてさらに詳細に
これから説明する。
【００１６】
　　このＴＩＤディスペンサは、各ワークステーションが世界的に一意の識別子を有する
ことを要求する。この例での世界的とは本発明が適用されるネットワークの範囲に関係す
ることが理解されているであろう。この範囲は単一の空港とすることができ、異なる地理
的な場所にあるいくつかの異なる空港とすることができ、または本当に世界的であるとす
ることができる。この識別子はワークステーション上で入手できなければならず、ワーク
ステーション上のプリンタエミュレータによって読み取られ、ＴＩＤディスペンサに提供
される。ワークステーションの識別子はすべてのワークステーションに不可欠である。こ
のＴＩＤディスペンサは完全な場所、すなわちこのワークステーションの物理的な場所も
使用する。この完全な場所は、例えば空港、都市、ターミナル、建物、カテゴリ、インデ
ックス、フィールド、等を含むことができる。完全な場所のすべてのフィールドが必ずし
も必要とは限らない。例えば、インデックスが無意味である場所に関しては、インデック
スが指定される必要はない。同様に、例えば建物、階、方位、等、他のどんなタイプの場
所コードも使用することができる。完全な場所に加えて（またはその代わりに）例えば装
置の機能、優先レベル、配備の年度、企業、等、他のどんなタイプの判別または定義も使
用することができる。この完全な場所または他の判別もしくは定義は、ワークステーショ
ンの一意の識別子に組み込むことができる。つまり、最も単純なケースでは一意の識別子
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のみが決定されていればよい。この完全な場所または他の判別もしくは定義は、ＴＩＤデ
ィスペンサに送信される。この完全な場所または他の判別もしくは定義は、すべての自動
登録装置に不可欠な特徴である。
【００１７】
　プリンタエミュレートされた各埋め込みアプリケーションは、アプリケーション識別子
の利益を受けることができ、このアプリケーション識別子はアプリケーションラベルおよ
びアプリケーションインデックスフィールドを含む。例えば、あるワークステーション上
で開始される２つのグラフィカルユーザインタフェースまたはクライアントアプリケーシ
ョンを、Ａｐｐ１およびＡｐｐ２としてそれぞれ称する。本発明の一実施形態では、アプ
リケーションラベルはＧＵＩに記憶され、アプリケーションインデックスは開始コマンド
ライン内でプリンタエミュレータに提供される。アプリケーションラベルおよびインデッ
クスは、特定のワークステーション上で複数のアプリケーションが同時に実行される状況
で、プリンタがそのアプリケーションに応じて異なるＩＤおよび構成を有することが要求
される場合に不可欠である。ワークステーション上で実行されるアプリケーションがどん
なものであれ、各プリンタまたは装置が同じＩＤおよび同じ構成を有する状況ではこのシ
ステムはアプリケーション識別子なしで機能することができる。同じ装置に様々なＩＤお
よび構成を割り当てるために、上述のアプリケーション識別子の代わりに例えばカテゴリ
コード、ユーザ識別子など、どんな別の識別子も使用することができる。
【００１８】
　装置の設定の記録は、物理装置のいくらかの低レベルパラメータを提供する。これらの
パラメータは、フォーマットおよび印刷のためにドキュメントサーバによって使用される
。本発明の一実施形態では、装置の設定の管理は、装置管理ＧＵＩで可能である。
【００１９】
　以下に説明する自動登録モードでは、装置の設定は、所与の装置タイプに関して展開さ
れる完全な場所または他のどんなタイプの判別子もしくは定義とも概して同質である。
　次に図２を参照すると、より広範囲にわたるネットワーク設定が示されている。ここで
はＧＤＳ　ＬＡＮ２０４に接続された２つの空港ＬＡＮ２００および２０２がある。すべ
てのＬＡＮは同じまたは異なる物理的／地理的な場所にあってよい。各空港ＬＡＮは、図
１のワークステーション１０６、ならびにプリンタ１０８、１１０、および１１２に等し
い１台または複数台のワークステーションおよびプリンタを含む。このＧＤＳ　ＬＡＮは
図１のＧＤＳ　ＬＡＮ１１４と実質的に同様である。
【００２０】
　ＴＩＤディスペンサがこのシステム中に接続される様式を図３に関して示す。ＴＩＤデ
ィスペンサ３００は、双方向接続によりワークステーション３０２に接続される。このワ
ークステーションはドキュメントサーバ３０４にも接続される。このワークステーション
は、２つのプリンタポートが自動チケットおよび搭乗券ＡＴＢプリンタ３０６、およびバ
ッグタグプリンタＢＴＧ３０８を有して図示されている。
【００２１】
　このワークステーションから情報が渡される（矢印１、この情報はワークステーション
ＩＤ（識別子および完全な場所）、アプリケーション識別子（ラベルおよびインデックス
）、およびタイプを伴う検出された装置のリストを含む。この情報はＴＩＤディスペンサ
３００に登録される。次いでこのＴＩＤディスペンサが、固定または自動登録とすること
ができるＴＩＤのリストを生成する。次いでこの情報が矢印２の方向の通信によりワーク
ステーションに返される。同様にデータはドキュメントサーバに伝えられるので、ドキュ
メントサーバは特定のワークステーションに関する関連プリンタを知る。ＴＩＤディスペ
ンサを構成する一連のデータベース内の情報は、キャリア、ワークステーションＩＤおよ
びアプリケーション識別子、ならびにワークステーションに付属されるすべてのプリンタ
の構成を示す。したがって、特定のワークステーション上で複数のアプリケーションがあ
る場合、アプリケーションのそれぞれがＴＩＤディスペンサデータベース内で異なる構成
を有することになる。
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【００２２】
　図４を参照して、ワークステーションがＴＩＤディスペンサを介して初めてこのシステ
ムにログインする場合、以下の一連のイベントが発生する。ワークステーション４００は
、２つの活動状態のアプリケーション装置４０２および４０４それぞれに接続される。こ
のワークステーションは、ＴＩＤディスペンサ４０６およびドキュメントサーバ４０８に
接続される。同様にこのドキュメントサーバおよびＴＩＤディスペンサが他のうちの１つ
に接続される。このＴＩＤディスペンサは、このワークステーションおよびこのワークス
テーションに接続される装置に関する構成を生成する。この構成はＴＩＤディスペンサデ
ータベース４１０に記憶される。
【００２３】
　印刷要求が生成され、ドキュメントサーバに伝えられ得る。そのときこのドキュメント
サーバはＴＩＤディスペンサに問い合わせて、その印刷要求のための適当な構成テンプレ
ートおよびプリンタを決定する。次いでこのドキュメントサーバは、その印刷要求を適当
に識別するプリンタに直接伝送する。
【００２４】
　次に図５を参照すると、ワークステーションの次回のログインが説明されている。第１
の例のもとでのように、プリンタエミュレータがワークステーション／アプリケーション
の組合せに関するＴＩＤを要求する。
【００２５】
　このワークステーションの識別子は認識済みなので、このワークステーションは知られ
ているワークステーションとみなされる。このステップはこの文書の残りの部分で次回の
ログインと称する。この場合もプリンタ要求がドキュメントサーバにおいて受信される場
合、そのドキュメントサーバはＴＩＤディスペンサから関連するＴＩＤおよび構成を取得
し、要求されるプリンタで印刷活動を実施する。
【００２６】
　次に図６を参照すると、ワークステーション６０２に新たなプリンタＰＲＴ６００が追
加されている。このとき、このワークステーションがＴＩＤディスペンサに接続する場合
、新たな装置が識別されることを除いて、このワークステーションは知られているワーク
ステーションとして認識される。これはそのワークステーション用に追加のＴＩＤがＴＩ
Ｄディスペンサによって提供され、そのワークステーション構成に含められることをもた
らす。この更新は、図４に関して説明したようにワークステーションおよびドキュメント
サーバに伝えられる。これらの変更はこのワークステーションが再び変更されるようなと
きまで記憶され、維持される。同様に、このワークステーションが次回のログインで再接
続する場合、この新たなプリンタ６００は既に識別／認識され、その後、活動は図５に関
して示したものと等しくなる。
【００２７】
　自動登録メカニズムについてのさらなる詳細を次に説明する。ワークステーションの自
動登録は、そのワークステーションの完全な場所または他の判別もしくは定義に基づいて
認可される。装置の管理者または外部アプリケーションは、ワークステーションが自動登
録できる場所を定義する。２つの対象である構成テンプレートと構成エリアとを定義する
ことが管理者の役割である。構成テンプレートは、装置のタイプと装置の設定との間のリ
ンクを記憶する。この構成テンプレートは、ワークステーションによって提供され得るす
べての可能な装置タイプを列挙することが期待される。これが装置の管理者によって果た
される唯一の役割である。構成エリアは、構成テンプレートを完全な場所または他の判別
子もしくは定義に関連させる。図７に示す例では、構成テンプレートがＮＣＥ／Ｔ２／Ｇ
／３およびＮＣＥ／Ｔ１に結び付けられており、ただしＮＣＥはＮｉｃｅ空港を表し、Ｔ
１はターミナル１を表し、Ｔ２はターミナル２を表し、Ｇはゲート番号を表す。ＮＣＥ／
Ｔ１は、例えばＮＣＥ／Ｔ１／Ｇ／２０またはＮＣＥ／Ｔ１／ＬＮＧとは異なる完全な場
所とみなされる。構成テンプレートをいくつかの完全な場所に結び付けるためにワイルド
カード機能を使用することができる。例えば、ＬＨＲ／Ｔ１／Ｇ／＊は、インデックスが
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何であろうとＬＨＲ空港のターミナル１のすべてのゲートを含む。すなわち、ＬＨＲ／Ｔ
１／Ｇ／２０に対するワークステーションは、構成Ｔ＿２の構成テンプレートを使用する
。図７をより詳しく見ると、構成Ｔ＿１、７００が、装置のタイプおよび装置の設定を示
すことが見て取れる。構成テンプレート名が上の行で明らかにされ、表７０２の全体が１
つの構成テンプレートを構成する。構成エリアについて論じると、完全な場所が左側の列
に示され、構成テンプレートが右側の列にある。１つの構成エリアは表７０４の１行に相
当する。一実施形態では、これらの構成エリアおよび構成テンプレートは装置管理ＧＵＩ
を使用して作成することができる。
【００２８】
　図８はＴＩＤディスペンサ表からの抜粋を示し、この表はワークステーション名および
アプリケーション識別子に加えてそれらに関するタイプ、設定、およびＴＩＤの表示を明
らかにする。図８では各列が特定のワークステーションに付属される１台の装置を構成す
ることが見て取れる。
【００２９】
　図９は自動登録プロセスで生成される構成を示す。この図は自動登録プロセスによって
使用される情報も示す。
　次に図１０を参照すると、各装置、ワークステーション、およびプリンタ、等が固定モ
ードで稼動されているのかまたは自動登録モードで稼動されているのかを判定するための
プロセスが説明されている。どちらのモードが選択されるべきかについての決定は、ＬＡ
Ｎの１つまたは複数に接続されたあるワークステーションが自動登録モードで稼動できな
い状況に対処するために下される。この選択を成し遂げるために行われるステップを図１
０に示し、あるワークステーションのアイデンティティを取得するステップ１０００から
始まる。そのワークステーションに関するアプリケーションラベルが知られている編成（
ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）であるのかどうかについての判定（ステップ１００２）が行
われ、完全な場所の詳細が有効かどうかについての判定（ステップ１００４）が行われる
。いずれの場合にもこの質問への答えがいいえの場合、このプロセスは停止する（ステッ
プ１００６およびステップ１００８それぞれ）。それぞれの質問への答えがはいである場
合、このプロセスは続行する。
【００３０】
　ステップ１０１０での次の判定は、このワークステーションＩＤがＴＩＤディスペンサ
データベース内で知られているかどうかを判定することである。この質問への答えがいい
えの場合、これはこのワークステーションの最初のログインステップに相当し、自動登録
モードに入る。次いで、その完全な場所の一致が構成エリアであるのかどうかについての
判定が行われ（ステップ１０１２）、答えがはいの場合、構成テンプレートが構成エリア
から取得される（ステップ１０１４）。次いで、その完全な場所がオフィス識別子に一致
するかどうかについての判定が行われ（ステップ１０１６）、次いで、プールに十分なＴ
ＩＤがあるのかどうかについての判定が行われる（ステップ１０１８）。これらすべての
質問への答えがはいの場合、ワークステーション構成が作成される（ステップ１０２０）
。ワークステーション構成が作成された後、このワークステーションのアイデンティティ
がこのワークステーション、ＴＩＤディスペンサ、および知る必要がある他の任意の媒体
に返される（１０２８）。いずれの場合にも質問への応答がいいえの場合、このプロセス
は終了する（１０２２、１０２４、１０２６）。
【００３１】
　ステップ１０１０で、このワークステーションＩＤがＴＩＤディスペンサデータベース
に知られている場合、これは次回のログインステップに相当する（１０３０）。次いで、
アプリケーション識別子がデータベース内で知られているかどうかについての判定が行わ
れる（ステップ１０３２）。いいえの場合、新たなアプリケーションがある可能性がある
（１０３４）。アプリケーション識別子がデータベース内で知られていないので、新たな
アプリケーションがあろうとあるまいとこのプロセスはステップ１０１２に戻り、完全な
場所が構成エリアに一致するかどうかの判定が行われる。一方、アプリケーション識別子
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得される。ステップ１０３８で、タイプのリストがこのワークステーション構成に準拠す
るかどうかについての判定が行われる。はいの場合、アイデンティティが上記のようにス
テップ１０２８で返される。
【００３２】
　ステップ１０３８で答えがいいえの場合、このワークステーションが自動登録モードに
あるのか固定モードにあるのかについての判定が行われる（ステップ１０４０）。このワ
ークステーションが固定モードにある場合、ステップ１０４２でこのワークステーション
のアイデンティティが返され、警告が送信される。このアイデンティティは図８に記載し
たような形式を有する。警告は記憶されたアイデンティティとワークステーションから受
信した情報との間の任意の矛盾を示す。ワークステーションが自動登録モードである場合
、ステップ１０４２でプールに十分なＴＩＤがあるのかどうかについての判定が行われる
。はいの場合、ワークステーション構成が更新され（ステップ１０４４）、任意の更新が
登録される（ステップ１０４６）。次いで、アイデンティティが上記のようにステップ１
０２８で返される。ステップ１０４２でプールに十分なＴＩＤがない場合、このプロセス
は終了する（１０４８）。
【００３３】
　このようにして、本発明によるこのシステムは所与の環境内のすべてのワークステーシ
ョンに対して動作することができる。ワークステーションが固定モードにあるのか自動登
録モードにあるのかを識別できることは、本発明のシステムおよび方法に一層の柔軟性を
与える。さらにそのことは、制御され、管理された方法でのワークステーションの固定モ
ードから自動登録モードへの段階的移行を可能にする。
【００３４】
　次回のログインの段階で、ＴＩＤディスペンサに提供されている装置タイプのリストが
変わる（つまり前回のログイン時に提供されたリストと異なる）場合、ＴＩＤディスペン
サは構成テンプレートを再使用することによりワークステーション構成を自動的に適合さ
せる。こうして装置の管理者の手動更新一切なしに、装置をワークステーション構成から
取り除き、または追加することができる。構成テンプレートを変更することにより、ある
場所に位置するすべての装置の装置設定を更新することができる。
【００３５】
　示してきたように、本発明は多くの異なる環境に関する。上述の空港のシナリオはほん
の一例であり、本発明を任意の場面で使用できることは明らかである。説明したシナリオ
には多くの改変形態があってよく、本発明の趣旨および範囲内になおとどまることも理解
されたい。
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